
 

 

 

 

こんな相談を受け付けています！ 

◇ 贅沢しているつもりはないのに毎月生活費が足りなくなる 

◇ 退職して年金生活になったが、生活できない 

◇ お金の管理方法や家計の見直しについて一緒に考えてほしい 

◇ 税金や家賃、水道光熱費を滞納してどうしたらいいかわからない 

 

司法書士の資格を持った家計改善支援員が一人ひとりの困りごとに寄り
添いながら家計の立て直しの支援をします。『家計の見える化』を行って、
家計改善に取り組みませんか！！ 
まずはご相談ください！ 

 

家計改善支援事業のご利用方法 

予約制です。事前にお電話でご連絡をいただき、相談可能な日程をご予約

ください。 

相談時間 毎月第 3 木曜日 

①１３：３０～１５：００ 

②１５：００～１６：３０ 

会  場 市役所福祉課横相談室 

家計改善支援事業のご案内 

 
秘密厳守 
相談無料 

お問い合わせ 
福津市 福祉課 生活相談係 
☎（０９４０）４３－８１８８ FAX（０９４０）３４―３８８１ 


